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    豊田市地域自立支援協議会設置運営要綱            資料２-３ 

 

（３）豊田市地域生活支援拠点等の評価について            資料３  

 

３ 連絡 
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 第７期豊田市障がい福祉計画・第３期豊田市障がい児福祉計画策定の概要 

 

１ 現状 

  本市は、法定計画である「障がい者計画」、「障がい福祉計画」、「障がい児福祉計画」の３つ

の計画を「第５次豊田市障がい者ライフサポートプラン」として整備している。 

今年度は、このうち、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とする「障がい福

祉計画」、「障がい児福祉計画」の策定年度となっている。 
 

 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 

【市】 

豊田市総合計画       

障がい者計画（者計画）       

障がい福祉計画（福祉計画）       

障がい児福祉計画（児計画）       

【国】 障がい者基本計画       

【県】 
障がい者計画（者計画）       

福祉計画／児計画       

 

２ 改定根拠等 

  「障がい福祉計画」、「障がい児計画」の改定にあたり、障がい者総合支援法及び児童福祉法

では、市町村に、国の基本指針1に基づき策定することを義務付けている。 

第５次豊田市障がい者ライフサポートプランにおいては、第５章 ３成果目標（P56～P58）

及び第６章 サービスの見込量等（P59～P70）が該当する。 

 

３ 特徴的な内容 

●施設入所者の地域生活への移行 

 ・前期計画同様、一定の必要性があることを踏まえ、施設入所者数の削減数を０人とする。 

令和４年度末時点の施設入所者数【２３８人】  

項目 R３～５ R６～８ 基本指針 

施設入所者の削減数 ０人 ０人 令和４年度末時点の施設入所者数の５％以上 

●地域生活支援の充実<新規掲載> 

・本市は、強度行動障がいに関する市独自の検討会を設け、支援ニーズを把握。加算要件と

なる法定の強度行動障がい支援者養成研修の実施及び専門支援員による訪問型研修等、チ

ームで支える体制整備に関する取組を掲載 

項目 R６～８ 基本指針 

強度行動障がい者支援検討会の開催 ２回／年 年１回以上 

 

４ 計画策定までの流れ 

  １月上旬  議会説明 

１月中旬  障がい者計画推進懇話会、社会福祉審議会障がい者専門分科会 

  １月下旬  県に確認申請 

  ３月上旬  自立支援協議会全体会 
 

1  障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針 

（平成１８年厚生労働省告示第３９５号 令和５年こども家庭庁・厚生労働省告示第１号） 

  

資 料 １ 

 

  

８次総合計画 ９次総合計画 

第４次 第５次 

あいち障害者福祉プラン 2021-2026 

 

  

  

第５次豊田市障がい者ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ 

第６期 第7期 

  第８次 第９次 

第６期／第２期 第７期／第３期 

第２期 第３期 
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第１章 計画の基本的事項 

 
１ 計画の趣旨 

 

 本市では、令和３年３月に障がい施策を一体的かつ総合的に推進していくため「障がい

者計画」、「障がい福祉計画」、「障がい児福祉計画」の３つの計画の性格を併せ持つ「第

５次豊田市障がい者ライフサポートプラン」を策定し、同年４月から推進してきました。 

本計画は、国の基本指針i に基づき、主に障がい福祉サービス等の利用見込みや提供体制

を定める「第７期豊田市障がい福祉計画」及び主に障がい児の支援体制の確保を定める「第

３期豊田市障がい児福祉計画」を改訂するもので、計画期間は、令和６年度から令和８年

度までの３年間とします。 

 

 

２ 基本的内容等 

 

本計画における基本的な内容については、第５次豊田市障がい者ライフサポートプラン

の「計画の概要」、「基本的な考え方」、「施策・事業の展開」に記載の内容を継続して実

施します。計画の成果指標に関する評価に関しては、豊田市社会福祉審議会障がい者専門

分科会等に報告し、今後も進捗等を確認しつつ事業を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i 障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針 

（平成１８年厚生労働省告示第３９５号 令和５年こども家庭庁・厚生労働省告示第１号） 

豊田市障がい者計画 

第６期豊田市障がい福祉計画 

第２期豊田市障がい児福祉計画 第３期豊田市障がい児福祉計画 

第７期豊田市障がい福祉計画 

第５次豊田市障がい者ライフサポートプラン 

令和８年度 令和７年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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３ 障がい者手帳所持者数の今後の見込み 

 

計画満了期（令和８年度）の障がい者手帳所持者数について、第９次豊田市総合計画審

議会資料「人口の動向（分析）」の総人口と各手帳所持者人口割合（令和元年度から令和

４年度までの増減率）を基に、以下のとおり推計しました。 

障がい者手帳所持者数 実績・見込 ※（第５次豊田市ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ策定時見込） 単位：人 

  
令和元年度 令和４年度 令和５年度 令和８年度 

実績 実績 見込※ 実績 見込※ 見直し後見込 

身体障がい者手帳 12,771 12,790 13,092 12,686 13,296 12,617 

療育手帳 3,270 3,585 3,602 3,688 3,815 3,863 

精神障がい者保健福祉手帳 3,072 3,838 3,781 4,095 4,216 4,767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の人口の動向（分析）によると、総人口の今後の推移は、第５次豊田市ライフサポ

ートプラン策定時の見込みより、減少幅が大きく予測されたことに伴い、身体障がい者

手帳所持者数は大きく減少する見込みとなりました。しかし、令和元年度から令和４年

度までの人口割合における増加率が高い療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の所持

者数は今後も増加する見込みで、特に精神障がい者保健福祉手帳の所持者数は、今後３

年間においても著しく増加することが予想されます。 

 

４ ３年後の目指す姿  

 

第５次豊田市ライフサポートプランの基本理念である「障がいのある人もない人も分け

隔てなく誰もが安心して自分らしく生きられる地域共生社会の実現」を目指し、障がいの

有無や程度にかかわらず誰もが、住み慣れた地域で安心して生活できる環境整備や、自ら

が望む生き方を選択でき、自分らしく活躍できる環境の整備を進めてまいります。 

令和４年度 
令和８年度 令和５年度 

令和元年度 
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第２章 成果目標及び活動指標（見込量等） 

 
１ 成果目標（第５次豊田市障がい者ライフサポートプラン P56～P58） 

 

 国の基本指針に基づき、実績及び成果目標を記載します。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

【基準】令和元年度末時点の施設入所者 ２３４人              （実績） 

項目 
当初目標 

令和５年度 

実績 

令和４年度 
基本指針 

【目標1-1】 

地域生活への移行者数 
１４人 ２人 

令和元年度末時点の施設

入所者の６％以上 

【目標1-2】 

施設入所者の削減数 
0人 ０人 

令和元年度末時点の施設

入所者の1.6％以上 

※国の基本指針では、令和５年度末の施設入所者数を令和元年度末時点から1.6％以上削減するこ

ととされていますが、本市では、施設入所を希望する人が一定数おり、重度障がい者等への対応を

始め、一定の必要性があることを踏まえ、施設入所者数を削減する目標とはせず、現状維持（削減

数0人）を目標値とします。 

 

【基準】令和４年度末時点の施設入所者 ２３８人            （成果目標） 

項目 
目標 

令和８年度 
基本指針 

【目標1-1】 

地域生活への移行者数 
１５人 

令和４年度末時点の施設入所者数の

６％以上 

【目標1-2】 

施設入所者の削減数 
０人 

令和４年度末時点の施設入所者数の

５％以上 

前期計画同様、国の基本指針の示す地域生活への移行の重要性を考慮した上で、一定

の必要性があることを踏まえ、施設入所者数を削減する目標は、現状維持（削減数０人）

とします。 
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（２）地域生活支援拠点等が有する機能の充実               （実績） 

項目 
当初目標 

令和５年度 

実績 

令和４年度 
基本指針 

【目標2-1】 

地域生活支援拠点等が有する機能の充実

に向けた検証及び検討の実施回数 
２回 ２回 年１回以上 

                             （成果目標） 

項目 
目標 

令和８年度 
基本指針 

【目標2-1】（改） 

地域生活支援拠点等の支援の実績等以下の項目を踏ま

えた運用状況の検証及び検討の実施回数 

・地域生活支援拠点等の整備 

・機能充実のための効果的な支援体制及び緊急時の連

絡体制の構築 

２回 年１回以上 

【目標2-2】（新） 

強度行動障がい者支援検討会の開催 ２回 年１回以上 

 地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けて、豊田市地域自立支援協議会を中

心に検証及び検討を進めています。令和４年度には、検証を行うための評価シートを

作成しました。また、緊急時の対応についても、市内の２拠点を受入れ施設とし、２

４時間３６５日対応できる体制を整備しています。地域生活支援拠点等のコーディネ

ートは、本市が委託する相談支援専門員（１４名）が実施しています。 

 強度行動障がい者支援として市独自の検討会を設置し、加算要件となる法定の強度

行動障がい支援者養成研修の実施や、専門支援員による訪問型研修を実施し、チーム

で支える体制を整備しています。 
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（３）福祉施設から一般就労への移行等                  （実績） 

項目 
当初実績 

令和元年度 

当初目標 

令和５年度 

実績 

令和４年度 
基本指針 

【目標3-1】 

福祉施設から一般就労へ

の移行者数 

64人 82人 101人 
令和元年度実績の 

1.27倍以上 

【目標3-2】 

就労移行支援事業におけ

る一般就労への移行者数 

52人 68人 88人 
令和元年度実績の 

1.3倍以上 

【目標3-3】 

就労継続支援事業

における一般就労

への移行者数 

A型 4人 6人 ７人 
令和元年度実績の 

1.26倍以上 

B型 5人 7人 ５人 
令和元年度実績の 

1.23倍以上 

【目標3-4】 

就労定着支援事業を利用

して一般就労した利用者

の割合 

― 70% 100％ 

就労移行支援事業等を通

じて一般就労した人のう

ち､就労定着支援事業を

利用した人が70％以上 

【目標3-5】 

就労定着率80％以上の就

労定着支援事業所の割合 

― 70% 100％ 
就労定着率が80％以上の

事業所が全体の70％以上 

 

 

（成果目標） 

項目 
実績 

令和３年度 

目標 

令和８年度 
基本指針 

【目標3-1】 

福祉施設から一般就労への

移行者数 

101人 130人 
令和３年度の一般就労への移

行実績の1.28倍以上 

【目標3-2】 

就労移行支援事業における

一般就労への移行者数 

97人 128人 
令和３年度の一般就労への移

行実績の1.31倍以上 

【目標3-3】 

就労継続支援事業

における一般就労

への移行者数 

A型 3人 4人 
令和３年度の一般就労への移

行実績の概ね1.29倍以上 

B型 1人 2人 
令和３年度の一般就労への移

行実績の概ね1.28倍以上 

【目標3-4】（改） 

就労定着支援事業の利用者

数 

31人 44人 
令和３年度の一般就労への移

行実績の概ね1.41倍以上 
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項目 
実績 

令和３年度 

目標 

令和８年度 
基本指針 

【目標3-5】（改） 

①就労定着支援事業所数 

②就労定着支援事業所のう

ち就労定着率70％以上の

事業所数 

③その割合 

①１か所 

②１か所 

③100％ 

①１か所 

②１か所 

③100％ 

就労定着支援事業所のうち、就

労定着率が７割以上の事業所

が全体の25％以上 

【目標3-6】（新） 

就労移行支援事業所のう

ち、就労移行支援事業利用

終了者に占める一般就労へ

移行した者の割合 

49％ 

（令和４年度） 
54％ 

就労移行支援事業所のうち、就

労移行支援事業利用終了者に

占める一般就労へ移行した者

の割合50％以上の事業所が全

体の50％以上 

【目標3-7】（新） 

①一般就労移行支援事業所 

数 

②一般就労移行支援事業所

のうち一般就労移行率が

５割以上の事業所数 

③一般就労移行率が５割以

上の一般就労移行支援事

業所の割合 

  ― 

（新規事項） 

①14か所 

②8か所 

③57％ 

一般就労移行支援事業所全体

の50％以上 

本市における就労系障がい福祉サービスの利用者数は増加傾向であるため、一般就

労に移行する者についても増加することが見込まれます。また、令和７年１０月から

新たな障がい福祉サービスとして、就労選択支援の創設が予定されており、就労を希

望する障がい者の特性等をアセスメントしたうえで、本人の適正に合った一般就労ま

たは就労系障がい福祉サービスにつなぐ支援が提供されます。 

  



 

7 

 

（４）障がい児支援の提供体制の整備等                                   （実績） 

項目 
当初目標 

令和５年度 

実績 

令和４年度 

基本 

指針 

【目標4-1】 

児童発達支援センターの設置箇所数 
（達成済み） １か所 

１か所

以上 

【目標4-2】 

保育所等訪問支援の実施する事業所数 
（達成済み） ３か所 

１か所

以上 

【目標4-3】 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所 
（達成済み） ３か所 

１か所

以上 

【目標4-4】 

重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所 
（達成済み） ４か所 

１か所

以上 

【目標4-5】 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場（開催回数） 
（達成済み） ２回 設置 

【目標4-6】 

医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置 
（達成済み） ５人 配置 

※本市では、既に国の基本指針で示された内容を達成している状態であることから、目標設定は行いませ

んでした。しかし、こども発達センターを始め、各事業所の利用者やその家族の声を丁寧に聴きながら、

障がいの種別や年齢に応じたニーズに対して効果的な支援を提供できるよう、サービス体制の充実を

図っていきます。 

（成果目標） 

項目 
目標 

令和８年度 

基本 

指針 

【目標4-1】 

児童発達支援センターの設置箇所数 
１か所 １か所以上 

【目標4-2】 

保育所等訪問支援の実施する事業所数 
３か所 １か所以上 

【目標4-3】 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所 
３か所 １か所以上 

【目標4-4】 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所 
４か所 １か所以上 

【目標4-5】 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（開催回数） 
２回 設置 

【目標4-6】 

医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置 
５人 配置 

【目標4-7】（新） 

障がい児の地域社会への参加・包括（インクルージョン）を推進

する体制の構築 

実施 体制構築 
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本市では、既に国の基本指針で示された内容は達成状態であるため、具体的な数値を

設定しませんでしたが、見直し後では数値目標を設定します。引き続き、豊田市こども

発達センターを始め、各事業所の利用者やその家族の声を丁寧に聴きながら、障がいの

種別や年齢に応じたニーズに対して効果的な支援を提供できるよう、サービス体制の充

実を図り、障がい児の地域社会への参加・包括を推進していくよう取り組んでいきま

す。 

 

 

（５）相談支援体制の充実・強化等                    （実績） 

項目 
当初目標 

令和５年度 

実績 

令和４年度 
基本指針 

総合的･専門的な相談支援の実施及び地域の

相談支援体制の強化を実施する体制の確保 
実施 実施 実施体制を確保 

※重点施策「重層的支援体制の推進」（P.19）において、複雑化・複合化する支援ニーズに対して、関係

機関と連携した包括的な相談支援を実施します。 

（成果目標） 

項目 
目標 

令和８年度 
基本指針 

総合的･専門的な相談支援の実施及び地域の

相談支援体制の強化を実施する体制の確保 
実施 実施体制を確保 

本市において、基幹相談支援センターは設置していませんが、豊田市障がい者相談

支援事業所が、その役割を担い、地域の相談支援体制の強化を図る体制の確保及び個

別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組等を実施していま

す。また、これらの取組を行うために必要な協議会の体制の確保として豊田市地域自

立支援協議会を構成し、地域の課題解決に向けた取組を実施しており、今後も推進し

ていきます。 
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（６）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  （実績） 

項目 
当初目標 

令和５年度 

実績 

令和４年度 
基本指針 

障がい福祉サービス等の質を向上させる 

ための取組に係る体制の構築 
実施 実施 実施体制を構築 

※集団指導や実地指導を通して、事業所の人員・設備・運営基準を満たしているか確認するほか、必要

な改善を指導することでサービスの質の向上を図ります。 

（成果目標） 

項目 
目標 

令８年度 
基本指針 

障がい福祉サービス等の質を向上させる 

ための取組に係る体制の構築 
実施 実施体制を構築 

障がい福祉サービス等の質の向上のための取組として、市主催のオンラインを含め

た事業所向け説明会の実施や豊田市地域自立支援協議会を中心にサービスの質の向上

に向けた研修を実施しています。また、強度行動障がい支援者養成研修や医療的ケア

児等の支援として喀痰吸引研修等を実施しています。 
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２ 活動指標（見込量等）（第５次豊田市障がい者ライフサポートプラン P59～P70） 

 

 国の基本指針に基づき、実績及び活動指標（見込量等）を記載します。 

 

◇ サービスの見込量等の設定について 

・基本指針に基づき、本市における障がい福祉サービス等の提供体制の確保に必要な量

（以下「見込量」という。）や各事業の実施見込み等を設定します。 

・見込量は、利用者数や１人当たりの利用量の実績を基礎として、障がい者等の数の伸び

や、入所施設や精神科病院から地域生活へ移行する人など新たに見込まれる利用者数等を

勘案し、算定しています。 

 

１ 訪問系サービス 

（１）実績及び当初見込量 

サービス種別 事項（単位） 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 実績 当初 実績 当初 当初見込み 

居宅介護 利用量（時間） 12,439 13,850  13,300 14,520 13,800 14,200 

利用者数（人） 350 367 362 358 368 373 

事業所数（箇所） 49 46 51 48 53 55 

重度訪問介護 利用量（時間） 4,063 4,670 5,400 5,151 5,400 5,400 

利用者数（人） 13 15 17 16 17 17 

事業所数（箇所） 46 43 48 43 50 52 

同行援護 利用量（時間） 1,051 1,218 1,100 1,364 1,200 1,200 

利用者数（人） 51 53 53 56 54 55 

事業所数（箇所） 10 10 10 10 10 10 

行動援護 利用量（時間） 14 79 14 178 14 14 

利用者数（人） 3 12 3 14 3 3 

事業所数（箇所） 3 3 3 3 4 4 

重度障がい者

等包括支援 

利用量（時間） 0 0 0 0 0 0 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

事業所数（箇所） 0 0 0 0 0 0 
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（２）見込量（第７期） 

サービス種 事項（単位） 
見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 利用量（時間） 15,500 15,500 16,000 

利用者数（人） 385 385 390 

事業所数（箇所） 53 55 57 

重度訪問介護 利用量（時間） 5,400 5,400 5,400 

利用者数（人） 17 17 17 

事業所数（箇所） 46 47 48 

同行援護 利用量（時間） 1,400 1,400 1,400 

利用者数（人） 60 60 60 

事業所数（箇所） 10 10 10 

行動援護 利用量（時間） 200 220 220 

利用者数（人） 16 18 18 

事業所数（箇所） 3 3 3 

重度障がい者

等包括支援 

利用量（時間） 0 0 0 

利用者数（人） 0 0 0 

事業所数（箇所） 0 0 0 
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２ 日中活動系サービス 

（１）実績及び当初見込量 

サービス

種別 
事項（単位） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 実績 当初 実績 当初 当初見込み 

生活介護 利用量（人日） 14,988 16,819 16,000 17,639 16,500 16,900 

利用者数（人） 778 825 827 868 852 876 

事業所数（箇所） 29 36 31 40 33 35 

自立訓練 

（機能 

訓練） 

利用量（人日） 85 77 99 75 99 99 

利用者数（人） 6 6 7 7 7 7 

事業所数（箇所） 0 0 0 0 0 0 

自立訓練 

（生活 

訓練） 

利用量（人日） 117 208 130 234 130 130 

利用者数（人） 9 19 10 23 10 10 

事業所数（箇所） 2 3 2 3 2 2 

就労移行

支援 

利用量（人日） 2,479 3,039 2,800 3,338 3,000 3,100 

利用者数（人） 134 166 150 180 158 167 

事業所数（箇所） 10 11 11 11 12 13 

就労継続

支援 

（Ａ型） 

利用量（人日） 3,258 3,472 3,600 4,303 3,600 3,700 

利用者数（人） 158 172 170 215 173 175 

事業所数（箇所） 9 10 9 11 9 10 

就労継続

支援 

（Ｂ型） 

利用量（人日） 8,277 10,168 9,900 12,217 10,700 11,500 

利用者数（人） 459 570 545 692 589 635 

事業所数（箇所） 21 28 23 32 25 27 

就労定着

支援 

利用者数（人） 20 31 35 44 43 51 

事業所数（箇所） 1 1 2 1 3 4 

療養介護 利用者数（人） 34 34 36 33 36 37 

事業所数（箇所） 0 0 0 0 0 0 

短期入所 

（福祉

型） 

利用量（人日） 910 642 1,070 947 1,080 1,100 

利用者数（人） 151 106 177 158 179 182 

事業所数（箇所） 9 15 11 18 12 13 

短期入所 

（医療

型） 

利用量（人日） 19 79 30 82 35 40 

利用者数（人） 4 14 6 16 7 8 

事業所数（箇所） 2 3 3 3 3 3 

※「利用量」は１か月の延べ利用量、「利用者数」は１か月の実利用者数、「事業所数」は市内に所在する事業所の数 

※実績は 2020年 3月、見込みは各年度末の数値 
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（２）見込量（第７期） 

サービス種 事項（単位） 
見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 利用量（人日） 18,000 18,000 18,000 

利用者数（人） 900 900 900 

事業所数（箇所） 43 45 47 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用量（人日） 80 90 90 

利用者数（人） 8 10 10 

事業所数（箇所） 0 0 0 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用量（人日） 250 250 250 

利用者数（人） 25 25 25 

事業所数（箇所） 3 3 3 

就労選択支援

（新） 

利用量（人日） 0 50 50 

利用者数（人） 0 5 5 

事業所数（箇所） 0 3 4 

就労移行支援 利用量（人日） 3,600 3,500 3,500 

利用者数（人） 210 220 230 

事業所数（箇所） 13 14 14 

就労継続支援 

（Ａ型） 

利用量（人日） 4,500 4,600 4,700 

利用者数（人） 235 245 255 

事業所数（箇所） 13 13 14 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

利用量（人日） 12,800 13,200 13,600 

利用者数（人） 780 810 840 

事業所数（箇所） 42 46 50 

就労定着支援 利用者数（人） 55 60 65 

事業所数（箇所） 2 2 3 

療養介護 利用者数（人） 35 35 35 

事業所数（箇所） 0 0 0 

短期入所 

（福祉型） 

利用量（人日） 1,100 1,100 1,100 

利用者数（人） 182 182 182 

事業所数（箇所） 26 29 32 

短期入所 

（医療型） 

利用量（人日） 85 85 85 

利用者数（人） 20 20 20 

事業所数（箇所） 3 3 3 
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３ 居住・入所系サービス 

（１）実績及び当初見込量 

サービス

種別 
事項（単位） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 実績 当初 実績 当初 当初見込み 

自立生

活援助 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

事業所数（箇所） 0 0 0 0 0 0 

共同生

活援助 

利用者数（人） 215 291 295 344 330 367 

事業所数（箇所） 16 23 18 26 20 22 

施設入

所支援 

利用者数（人） 234 228 234 238 234 234 

事業所数（箇所） 4 4 4 4 4 4 

※「利用者数」は１か月の実利用者数、「事業所数」は市内に所在する事業所の数 

※実績は2020年3月、見込みは各年度末の数値 

 

（２）見込量（第７期） 

サービス種 事項（単位） 
見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立生活援助 利用者数（人） 1 1 1 

事業所数（箇所） 0 0 0 

共同生活援助 利用者数（人） 360 370 380 

事業所数（箇所） 30 32 34 

施設入所支援 利用者数（人） 240 240 240 

事業所数（箇所） 4 4 4 
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４ 相談支援 

（１）実績及び当初見込量 

サービス

種別 
事項（単位） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 実績 当初 実績 当初 当初見込み 

計画相談

支援 

利用者数（人） 251 375 270 406 280 290 

事業所数（箇所） 28 27 28 27 29 30 

地域移行

支援 

利用者数（人） 0 0 5 1 5 5 

事業所数（箇所） 2 2 2 2 3 3 

地域定着

支援 

利用者数（人） 0 0 4 0 4 4 

事業所数（箇所） 2 2 2 2 3 3 

※「利用者数」は１か月の実利用者数、「事業所数」は市内に所在する事業所の数 

※実績は2020年3月、見込みは各年度末の数値 

 

（２）見込量（第７期） 

サービス種 事項（単位） 
見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 利用者数（人） 430 440 450 

事業所数（箇所） 32 34 36 

地域移行支援 利用者数（人） 5 5 5 

事業所数（箇所） 3 3 3 

地域定着支援 利用者数（人） 4 4 4 

事業所数（箇所） 3 3 3 
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５―１ 障がい児支援 障がい児通所支援・障がい児相談支援 

（１）実績及び当初見込量 

サービス

種別 
事項（単位） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 実績 当初 実績 当初 当初見込み 

児童発達

支援 

利用量（人日） 1,712 2,771 2,100 3,275 2,300 2,500 

利用者数（人） 177 264 212 327 230 249 

事業所数（箇所） 19 25 21 29 22 23 

医療型 

児童発達

支援 

利用量（人日） 11 0 10 0 10 10 

利用者数（人） 1 0 1 0 1 1 

事業所数（箇所） 0 0 0 0 0 0 

放課後等 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

利用量（人日） 7,516 9,326 9,100 10,457 9,800 10,600 

利用者数（人） 609 713 730 826 792 856 

事業所数（箇所） 40 42 40 47 42 44 

保育所等 

訪問支援 

利用量（人日） 3 6 10 6 10 10 

利用者数（人） 3 6 10 6 10 10 

事業所数（箇所） 2 3 3 3 3 3 

居宅訪問

型児童発

達支援 

利用量（人日） 0 0 0 0 0 0 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

事業所数（箇所） 0 0 0 0 0 0 

障がい児 

相談支援 

利用者数（人） 173 225 231 227 261 291 

事業所数（箇所） 22 20 23 21 24 25 

医療的ｹｱ児

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 配置人数（人） 3 4 4 5 4 4 

※「利用量」は１か月の延べ利用量（保育所等訪問支援のみ年間平均値）、「利用者数」は１か月の実利用者数（保育所等訪問支

援のみ年間平均値）、「事業所数」は市内に所在する事業所の数 

※実績は3月、見込みは各年度末の数値（保育所等訪問支援のみ年間平均値） 
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（２）見込量（第３期） 

サービス種別 事項（単位） 
見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 利用量（人日） 3,700 3,900 4,100 

利用者数（人） 370 390 410 

事業所数（箇所） 34 36 38 

放課後等 

デイサービス 

利用量（人日） 11,500 12,000 12,500 

利用者数（人） 890 910 930 

事業所数（箇所） 57 62 67 

保育所等訪問支援 利用量（人日） 10 10 10 

利用者数（人） 10 10 10 

事業所数（箇所） 3 3 3 

居宅訪問型児童 

発達支援 

利用量（人日） 0 0 0 

利用者数（人） 0 0 0 

事業所数（箇所） 0 0 0 

障がい児相談支援 利用者数（人） 240 245 250 

事業所数（箇所） 23 24 25 

医療的ケア児 

コーディネーター 
配置人数（人） ５ ５ ５ 
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５―２ 障がい児支援 子ども・子育て支援事業 

（１）実績及び当初見込量 

サービス種別 事項（単位） 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 実績 当初 実績 当初 当初見込み 

保育所 利用者数

（人） 
170 162 170 158 170 170 

認定こども園 利用者数

（人） 
70 72 70 72 70 70 

放課後児童健

全育成事業 

利用者数

（人） 
151 125 142 169 147 151 

※各施設等における障がい児の利用者数 

 

（２）見込量（第３期） 

サービス種 事項（単位） 
見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保育所 利用者数（人） 170 170 170 

認定こども園 利用者数（人） 70 70 70 

放課後児童健全育成事業 利用者数（人） 199 202 202 
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６―１ 地域生活支援事業 福祉サービス系 

（１）実績及び当初見込量 

サービス種

別 
事項（単位） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 実績 当初 実績 当初 当初見込み 

ケアスタ

ッフ 

利用量（時間） 172 122 200 127 200 200 

利用者数（人） 9 10 10 10 10 10 

事業所数（箇所） 5 5 5 4 5 5 

移動支援 利用量（時間） 2,741 2,449 4,100 2,874 4,100 4,100 

利用者数（人） 241 258 354 300 354 354 

事業所数（箇所） 36 54 36 53 37 37 

移動入浴 利用量（人日） 729 565 760 610 770 780 

利用者数（人） 73 62 76 66 77 78 

事業所数（箇所） 4 6 4 6 4 4 

地域生活

支援デイ

（日中一時支援） 

利用量（人日） 504 805 790 752 870 950 

利用者数（人） 75 63 98 77 99 101 

事業所数（箇所） 20 23 22 22 24 25 

日中短期

入所 

（日中一時支援） 

利用量（人日） 969 434 1,200 411 1,200 1,200 

利用者数（人） 143 105 165 111 167 170 

事業所数（箇所） 12 25 17 28 20 24 

デイ型地域活

動支援センタ

ー 

利用量（人日） 673 203 250 0 250 250 

利用者数（人） 55 20 18 0 18 18 

事業所数（箇所） 3 1 1 0 1 1 

地域活動

支援セン

ターⅠ型 

利用者数（人） 
93 143 120 288 150 150 

事業所数（箇所） １ 2 2 2 2 2 

地域活動

支援セン

ターⅢ型 

利用量（人日） 232 245 250 238 250 250 

利用者数（人） 26 25 28 17 28 28 

事業所数（箇所） 2 3 2 5 2 2 

※「利用量」は１か月の延べ利用量、「利用者数」は１か月の実利用者数（地域活動支援センターⅠ型のみ1か月の延べ利用者

数）、「事業所数」は市内に所在する事業所の数 

※実績は3月、見込みは各年度末の数値  
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（２）見込量（第７期） 

サービス種 事項（単位） 
見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ケアスタッフ 利用量（時間） 130 130 130 

利用者数（人） 12 12 12 

事業所数（箇所） 5 6 6 

移動支援 利用量（時間） 3,000 3,000 3,000 

利用者数（人） 320 320 320 

事業所数（箇所） 58 58 58 

移動入浴 利用量（人日） 650 650 650 

利用者数（人） 70 70 70 

事業所数（箇所） 6 6 6 

地域生活支援デイ（日

中一時支援） 

利用量（人日） 770 770 770 

利用者数（人） 80 80 80 

事業所数（箇所） 23 24 24 

日中短期入所 

（日中一時支援） 

利用量（人日） 420 420 420 

利用者数（人） 120 120 120 

事業所数（箇所） 30 31 32 

デイ型地域活動支援

センター 

 

利用量（人日） 0 0 0 

利用者数（人） 0 0 0 

事業所数（箇所） 0 0 0 

地域活動支援センタ

ーⅠ型 

利用者数（人） 300 300 350 

事業所数（箇所） 2 2 3 

地域活動支援センタ

ーⅢ型 

利用量（人日） 250 250 250 

利用者数（人） 25 25 25 

事業所数（箇所） 6 6 6 
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６―２ 地域生活支援事業 地域生活支援事業（その他） 

（１）実績及び当初見込量 

事業名 

（事業実施に関する考え方） 
指標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 当初 実績 当初 当初 

理解促進研修・啓発事業 

実施

の 

有無 

実施 実施 実施 実施 実施 

互いの人格と個性を尊重しながら、全ての市民

が地域で共生できる社会を実現するため、障が

い特性や障がい者に対する接し方について、講

座や講演会など様々な形式で理解を促進しま

す。 

自発的活動支援事業 実施

の 

有無 

実施 実施 実施 実施 実施 障がい者、その家族、地域住民等が地域におい

て自発的に行う活動を支援します。 

障がい者相談支援事業 

箇所

数 
11か所 11か所 11か所 11か所 11か所 

障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提

供、障がい福祉サービスの利用支援等を行いま

す。 

基幹相談支援センターの設置 設置

の 

有無 

検討 検討 検討 検討 検討 基幹相談支援センターの設置に向けた検討を

行います。 

基幹相談支援センター等機能強化事業 

実施

の 

有無 

実施 実施 実施 実施 実施 

一般的な相談支援事業に加え、地域の相談支援

事業者に対する専門的な指導、助言及び人材育

成支援を行うほか、地域の相談機関との連携強

化の取組や学校、企業等に赴き、情報収集、事

前相談等を行って相談支援事業を強化します。 

成年後見制度利用支援事業 

実利

用 

者数 

申立/４ 

報酬/25 

申立/10 

報酬/26 

申立/12 

報酬/20 

申立/10 

報酬/27 

申立/10 

報酬/28 

知的障がい、精神障がい等により判断能力が十

分ではない方に対し、市長による申し立て（制

度利用のための手続き）と事業報酬費用等の助

成の実施により、制度利用を促進します。 

成年後見制度法人後見支援事業 
実施

の 

有無 

実施 実施 実施 実施 実施 
成年後見制度における後見等の業務を適正に

行うことができる体制を整備し、その活動を支

援することで障がい者の権利擁護を図ります。 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 実利

用 

件数 

650件 600件 708件 600件 600件 手話通訳、要約筆記を必要とする障がい者に手

話通訳者、要約筆記者を派遣します。 

手話通訳者設置事業 
設置 

者数 
1人 1人 1人 1人 1人 手話通訳者を市役所（障がい福祉課）に設置し、

事務手続等の利便を図ります。 
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事業名 

（事業実施に関する考え方） 
指標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 当初 実績 当初 当初 

日常生活用具給付等事業   

在宅の障がい者（児）の日常生活の便宜を図

るために、用具を給付・貸与します。 

 

介護・訓練支援用具 

給付 

件数 

255件 250件 282件 250件 250件 

自立生活支援用具 59件 70件 71件 70件 70件 

在宅療養等支援用具 90件 140件 102件 140件 140件 

情報・意思疎通支援用具 37件 60件 36件 60件 60件 

排泄管理支援用具 9,284件 8,000件 7,873件 
8,200

件 
8,400件 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 12件 25件 16件 25件 25件 

手話奉仕員養成研修事業 

登録 

者数 
22人 23人 23人 23人 23人 

手話で日常会話を行うために必要な知識・技

術を習得した手話奉仕員を養成するための講

習会を開催します。 

手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 

登録 

者数 
35人 33人 36人 33人 33人 

手話通訳、要約筆記に必要となる専門知識及

び技術を習得した手話通訳者、要約筆記者を

養成するための講習会を開催します。 

障がい児等療育支援事業 

箇所

数 
５か所 5か所 ５か所 5か所 5か所 

在宅の重症心身障がい児（者）、知的障がい

児（者）、身体障がい児の地域における生活

を支えるため、身近な地域で療育指導等が受

けられる療育機能の充実を図ります。 

地域生活支援広域調整会議等事業 
開催 

回数 
１回 1回 １回 1回 1回 精神障がい者の地域包括ケアシステムを推進

するための協議会を開催します。 

福祉ホームの運営 

箇所

数 
２か所 2か所 ２か所 2か所 2か所 

住居を求めている障がい者に対して、低額な

料金で、居室その他の設備を利用させるとと

もに、日常生活に必要な便宜を供与すること

により、障がい者の地域生活を支援します。 

レクリエーション活動等支援 

実施

の 

有無 

実施 実施 実施 実施 実施 

各種教養・スポーツ教室を開催し、障がい者

の自主性、生きる力、働く力を養うことを目

指し、障がい者の社会参加を促進するととも

に、市民の障がいに対する理解を深めます。 

 

 

 



 

23 

 

事業名 

（事業実施に関する考え方） 
指標 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 当初 実績 当初 当初 

芸術文化活動振興 

実施の 

有無 
実施 実施 実施 実施 実施 

全国障がい者週間（１２月３日～１２月９

日）に合わせて、市内の障がい者及びグル

ープ等から作品を公募し、作品展を開催し

ます。 

点字・声の広報等発行 
実施の 

有無 
実施 実施 実施 実施 実施 広報とよたを点訳・音訳し、視覚障がい者

へ市政の内容を伝えます。 

知的障がい者職親委託 

実施 

件数 
2件 2件 2件 2件 2件 

知的障がい者の自立更生を図るため、知的

障がい者を一定期間、職親に預け、生活指

導及び技術習得訓練等を行うことによっ

て、雇用の促進と職場における定着性を高

めます。 

障がい支援区分認定等事務 

審査 

件数 
732件 700件 576件 500件 500件 

障がい福祉サービスの円滑な利用を促進

するため、障がい支援区分認定調査、医師

意見書作成依頼、審査会運営を行い、障が

い支援区分認定を行います。 

自動車運転免許取得・改造費助成 

助成 

件数 

①免許 

②改造 

13件 

①５件 

②８件 

①19件 

②17件 

17件 

①４件 

②13件 

①19件 

②17件 

①19件 

②17件 

身体障がい者が就労等に伴い必要となる

普通自動車免許の取得や使用する自動車

の改造に要する経費の一部を助成するこ

とにより、身体障がい者の福祉の向上及び

社会参加の促進を図ります。 

更生訓練費給付 
給付 

件数 
279件 230件 307件 230件 230件 障がい者の就労意欲の向上と継続的な就

労活動を支援します。 
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（２）見込量（第７期） 

事業名 

（事業実施に関する考え方） 
指標 

見込み（第７期計画） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓発事業 

実施の 

有無 
実施 実施 実施 

互いの人格と個性を尊重しながら、全ての市民が地域で

共生できる社会を実現するため、障がい特性や障がい者

に対する接し方について、講座や講演会など様々な形式

で理解を促進します。 

自発的活動支援事業 
実施の 

有無 
実施 実施 実施 障がい者、その家族、地域住民等が地域において自発的

に行う活動を支援します。 

障がい者相談支援事業 

箇所数 
11か所 

以上 

11か所 

以上 

11か所 

以上 
障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障が

い福祉サービスの利用支援等を行います。 

基幹相談支援センターの設置 設置の 

有無 
検討 検討 検討 

基幹相談支援センターの設置に向けた検討を行います。 

基幹相談支援センター等機能強化事業 

実施の 

有無 
実施 実施 実施 

一般的な相談支援事業に加え、地域の相談支援事業者に

対する専門的な指導、助言及び人材育成支援を行うほ

か、地域の相談機関との連携強化の取組や学校、企業等

に赴き、情報収集、事前相談等を行って相談支援事業を

強化します。 

成年後見制度利用支援事業 

実利用 

者数 

申立/10 

報酬/25 

申立/10 

報酬/25 

申立/10 

報酬/25 

知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分ではな

い方に対し、市長による申し立て（制度利用のための手

続き）と事業報酬費用等の助成の実施により、制度利用

を促進します。 

成年後見制度法人後見支援事業 

実施の 

有無 
実施 実施 実施 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うこと

ができる体制を整備し、その活動を支援することで障が

い者の権利擁護を図ります。 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 
実利用 

件数 
700件 700件 700件 手話通訳、要約筆記を必要とする障がい者に手話通訳

者、要約筆記者を派遣します。 

手話通訳者設置事業 
設置 

者数 
1人 1人 1人 手話通訳者を市役所（障がい福祉課）に設置し、事務手

続等の利便を図ります。 
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事業名 

（事業実施に関する考え方） 
指標 

見込み（第７期計画） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

日常生活用具給付等事業   

在宅の障がい者（児）の日常生活の便宜を図るために、

用具を給付・貸与します。 

 

介護・訓練支援用具 

給付 

件数 

280件 280件 280件 

自立生活支援用具 70件 70件 70件 

在宅療養等支援用具 140件 140件 140件 

情報・意思疎通支援用具 60件 60件 60件 

排泄管理支援用具 8,400件 8,400件 8,400件 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 20件 20件 20件 

手話奉仕員養成研修事業 
登録 

者数 
18人 19人 20人 手話で日常会話を行うために必要な知識・技術を習得し

た手話奉仕員を養成するための講習会を開催します。 

手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 

登録 

者数 
29人 30人 31人 

手話通訳、要約筆記に必要となる専門知識及び技術を習

得した手話通訳者、要約筆記者を養成するための講習会

を開催します。 

障がい児等療育支援事業 

箇所数 5か所 5か所 5か所 

在宅の重症心身障がい児（者）、知的障がい児（者）、

身体障がい児の地域における生活を支えるため、身近な

地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図り

ます。 

地域生活支援広域調整会議等事業 
開催 

回数 
1回 1回 1回 精神障がい者の地域包括ケアシステムを推進するため

の協議会を開催します。 

福祉ホームの運営 

箇所数 2か所 2か所 2か所 

住居を求めている障がい者に対して、低額な料金で、居

室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要

な便宜を供与することにより、障がい者の地域生活を支

援します。 

レクリエーション活動等支援 

実施の 

有無 
実施 実施 実施 

各種教養・スポーツ教室を開催し、障がい者の自主性、

生きる力、働く力を養うことを目指し、障がい者の社会

参加を促進するとともに、市民の障がいに対する理解を

深めます。 

 

 

 



 

26 

 

事業名 

（事業実施に関する考え方） 
指標 

見込み（第７期計画） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

芸術文化活動振興 

実施の 

有無 
実施 実施 実施 

全国障がい者週間（１２月３日～１２月９日）に合わせ

て、市内の障がい者及びグループ等から作品を公募し、

作品展を開催します。 

点字・声の広報等発行 
実施の 

有無 
実施 実施 実施 広報とよたを点訳・音訳し、視覚障がい者へ市政の内容

を伝えます。 

知的障がい者職親委託 

実施 

件数 
2件 2件 2件 

知的障がい者の自立更生を図るため、知的障がい者を一

定期間、職親に預け、生活指導及び技術習得訓練等を行

うことによって、雇用の促進と職場における定着性を高

めます。 

障がい支援区分認定等事務 

審査 

件数 
800件 600件 600件 

障がい福祉サービスの円滑な利用を促進するため、障が

い支援区分認定調査、医師意見書作成依頼、審査会運営

を行い、障がい支援区分認定を行います。 

自動車運転免許取得・改造費助成 
助成 

件数 

①免許 

②改造 

① －件 

②25件 

① －件 

②25件 

① －件 

②25件 

身体障がい者が就労等に伴い必要となる普通自動車免

許の取得や使用する自動車の改造に要する経費の一部

を助成することにより、身体障がい者の福祉の向上及び

社会参加の促進を図ります。 

更生訓練費給付 
給付 

件数 
320件 320件 320件 障がい者の就労意欲の向上と継続的な就労活動を支援

します。 
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７ 発達障がい者等に対する支援 

（１）実績及び当初見込量 

項目 

（国の指針に基づく活動指標） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 当初 実績 当初 当初見込み 

ペアレントメンターの人数 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

ピアサポートの活動への参加人数 30人 40 人 39人 40 人 40 人 

 

（２）見込量（第３期） 

項目 

（国の指針に基づく活動指標） 

見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレントメンターの人数 2人 2人 2人 

ピアサポートの活動への参加人数 40人 40人 40人 

 ※愛知県が実施する支援プログラム等については、市町村に通知等があれば関係団体に

情報共有する。 

 

８ 精神障がい者の地域包括ケアシステムの構築 

長期入院者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量 ii

（利用者数） 

（１）実績及び当初見込量 

地域移行に伴う基盤整備量 
令和５年度末  

見込 ※１ 

令和４年度末  

実績 

65 歳以上 53 人 ― 

65 歳未満 75 人 ― 

 ※１ 障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な

指針（令和２年厚生労働省告示第２１３号）別表第四に基づき算出 

 

（２）見込量（第７期） 

地域移行に伴う基盤整備量 令和８年度末 見込 ※２ 

65 歳以上 ２人 

65 歳未満 ４人 

※２ 第７期障がい福祉計画策定に係る長期入院者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健

医療福祉体制の基盤整備量について（令和５年10月11日 ５障福第1909-1号愛知県福

祉局福祉部障害福祉課長送付）を参考に算出 

 
ii 精神障がい者の地域移行・地域定着のため、長期入院者等の退院後の生活支援や相談支援等に

おいて、保健・医療・福祉関係者による協議・連携を基盤とした包括的な支援体制の整備量 



 

28 

 

（１）実績及び当初見込量 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

（国の指針に基づく活動指標） 実績 当初 実績 当初 当初 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開

催回数 
1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場への

関係者の参加者数 
16 人 18 人 16 人 18 人 18 人 

  内訳 

保健 1 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

医療（精神科） 4 人 5 人 4 人 5 人 5 人 

医療（精神科以外） 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 

福祉 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 

介護 1 人 1 人 0 人 1 人 1 人 

当事者及びその家族 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

その他 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場にお

ける目標設定及び評価の実施回数 
1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

精神障がい者の地域移行支援の利用者数 1 人 2 人 1 人 2 人 2 人 

精神障がい者の地域定着支援の利用者数 0 人 2 人 0 人 2 人 2 人 

精神障がい者の共同生活援助の利用者数 84 人 53 人 104 人 59 人 66 人 

精神障がい者の自立生活援助の利用者数 0 人 0 人 1 人 0 人 0 人 

 

（２）見込量（第７期） 

項目 見込み（第７期計画） 

（国の指針に基づく活動指標） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 1 回 1 回 1 回 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者

の参加者数 
18 人 18 人 18 人 

  内訳 

保健 2 人 2 人 2 人 

医療（精神科） 5 人 5 人 5 人 

医療（精神科以外） 3 人 3 人 3 人 

福祉 3 人 3 人 3 人 

介護 1 人 1 人 1 人 

当事者及びその家族 2 人 2 人 2 人 

その他 2 人 2 人 2 人 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目

標設定及び評価の実施回数 
1 回 1 回 1 回 

精神障がい者の地域移行支援の利用者数 2 人 2 人 2 人 
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項目 見込み（第７期計画） 

（国の指針に基づく活動指標） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

精神障がい者の地域定着支援の利用者数 2 人 2 人 2 人 

精神障がい者の共同生活援助の利用者数 110 人 110 人 110 人 

精神障がい者の自立生活援助の利用者数 1 人 1 人 1 人 

精神障がい者の自立訓練（生活訓練）の利用者数(新) 16 人 20 人 24 人 

 

 

９ 相談支援体制の充実・強化のための取組 

（１）実績及び当初見込量 

項目 

（国の指針に基づく活動指標） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 当初 実績 当初 当初見込み 

総合的・専門的な相談支援  実施 実施 実施 実施 実施 

地域の相談支援事業者の人材育成の 

支援件数 
２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

地域の相談機関との連携強化の取組の

実施回数  
60 回 48 回 60 回 48 回 48 回 

 

（２）見込量（第７期） 

項目 

（国の指針に基づく活動指標） 

見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

総合的・専門的な相談支援  実施 実施 実施 

地域の相談支援事業者の人材育成の 

支援件数 
２件 ２件 ２件 

地域の相談機関との連携強化の取組

の実施回数  
60 回 60 回 60 回 

 ※豊田市における地域生活支援拠点等については、第５次豊田市障がい者ライフサポー

トプラン３５ページに詳細を記載しています。 
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１０ 障がい福祉サービスの質を向上させるための取組 

（１）実績及び当初見込量 

項目 

（国の指針に基づく活動指標） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 当初 実績 当初 当初見込み 

障がい福祉サービス等に係る各種研修

の活用 
実施 実施 実施 実施 実施 

障がい者自立支援審査支払等システム

による審査結果の共有 
実施 実施 実施 実施 実施 

指導監査結果の関係市町村との共有 実施 実施 実施 実施 実施 

 

（２）見込量（第７期） 

項目 

（国の指針に基づく活動指標） 

見込量（第７期） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障がい福祉サービス等に係る各種研

修の活用 
実施 実施 実施 

障がい者自立支援審査支払等システ

ムによる審査結果の共有 

実施 実施 実施 

指導監査結果の関係市町村との共有 実施 実施 実施 
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第３章 資料編 

 
１ 委員名簿等 

 

（１）豊田市社会福祉審議会障がい者専門分科会 

所属・出身団体等 氏名 

日本福祉大学 田中 和彦 

一般社団法人豊田加茂医師会 伊藤 純子 

一般社団法人豊田加茂歯科医師会 田代 和久 

一般社団法人豊田加茂薬剤師会 山田 雄三 

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 安藤 広重 

豊田市民生委員児童委員協議会 小板 繁 

社会福祉法人豊田市福祉事業団 若子 理恵 

社会福祉法人 とよた光の里 中川 惠司 

Man to Man Passo 株式会社 中河 智幸 

社会福祉法人 輪音 城 多加志 

医療法人美衣会 衣ヶ原病院 稲田 佑介 

豊田公共職業安定所 吉川 諒 

一般社団法人豊田市身障協会 松本 清彦 

豊田市立豊田特別支援学校 太田 充雄 

豊田地域精神障がい者家族会（あけぼの会） 山田 幸男 

市民公募 出口 咲織 

市民公募 永江 榮司 
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（２）豊田市地域自立支援協議会 

所属・出身団体等 氏名 

日本福祉大学 平野 隆之 

障がい者相談員 那須 江身子 

一般社団法人豊田市身障協会 三宅 やすよ 

社会福祉法人豊田市育成会 磯部 茂子 

豊田地域精神障がい者家族会 あけぼの会 鈴木 誠子 

豊田市民生委員児童委員協議会 小板 繁 

豊田商工会議所 小田 康夫 

大豊工業株式会社 稲垣 徹 

トヨタループス株式会社 有村 秀一 

豊田公共職業安定所 岡本 衛彦 

社会福祉法人無門福祉会 むもん生活支援センター 阪田 征彦 

社会福祉法人とよた光の里 障がい者支援センターひかりの丘 森下 尚志 

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 地域福祉推進室 鈴木 雅樹 

社会福祉法人豊田市福祉事業団 豊田市こども発達センター 神谷 真巳 

社会福祉法人豊田市福祉事業団 障がい者就労・生活支援センター 西村 多恵 

豊田市立豊田特別支援学校 髙木 志郎 

愛知県立豊田高等特別支援学校 辻 望美 

愛知県立三好特別支援学校 井上 亘 

豊田市青少年相談センター 新井 弘樹 

医療法人豊和会 南豊田病院 成瀬 智 

愛知県豊田加茂福祉相談センター 金田 光 

豊田市社会福祉事務所 勝野 二徹 
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（３）豊田市障がい者計画推進懇話会 

団体等 

豊田みよし聴覚障がい者協会 

豊田市視覚障がい者福祉協会 

さくらの杜 勉強会（令和５年１２月３１日まで） 

発達障がい児支援くらっぷ 

豊田地域精神障がい者家族会（あけぼの会） 

自立生活センター十彩 

要約筆記きこえのサークルダンボ 

一般社団法人 豊田市身障協会 
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豊田市地域自立支援協議会 課題・研修整理部会 こどもチーム まとめ 

令和 6年度 2月 9日 

 

 

 令和 3 年度の自立支援協議会で挙がった課題「サービス利用にあたって相談員のアセス

メントが後追いになっているケースがあり、本人置いてきぼりの支援になっている」を昨年

度の全体会に報告後から、引き続き、課題に対して取組みを行ってきた。 

 （１）相談員のスキルアップ研修 

内 容 
未就学児の定型発達（運動）、未就学児の定型発達（知的・情緒）、自閉スペクトラ 

ム症の早期兆候 

目 的 

こどもの成長・発達段階に応じた相談スキルを身に付ける 

 （２）こども支援に関わる関係機関へのヒアリングの実施 

ヒアリング先 

    小学校 2校、パルクとよた、こども若者政策課、とよた子育て総合支援センター、 

    児童発達支援事業所 2ヵ所、放課後等デイサービス事業所 3ヵ所（順不同） 

   目的 

    課題の背景を確認し、また意見交換の機会 

   結果 

・ 発達障がいの診断を受けた児童の増加により、関わる支援者が障がいに関する

困り事を抱えてしまっている。その要因として下記 2点が推測される。 

①成長や発達段階に応じた相談・支援スキルが求められているが学ぶ機会が足りて 

おらず、障がい児や保護者への支援に苦慮している 

➁相談員やサービス提供事業所の役割や機能は伝わっていないため、支援において 

困った時に身近な相談ができない。 

 

 

 

 障がい児に関する課題を議論する場として、部会等の設置が必要であると提案する。 

  

  （１）設置目的 

      障がい児やその家族が成長段階や発達特性に応じた相談や支援を受ける事で 

地域で安心して成長をしていけるような支援体制づくり 

  （２）取組内容 

      ①こどもの発達に特化したスキル研修 ➡ 継続して実施 

        ・相談支援専門員や支援員対象 

         ※支援員に関しては、こども発達センター主催の事業所向け研修と連携 

      ➁各機関への役割周知 

   ・相談支援専門員や福祉サービス事業所の役割や機能の周知啓発。困っ 

た時に相談しあえる関係性を作る。 

      ③令和5年度に挙がった課題「障がい児相談支援事業所の引継ぎ先について」 

 

報 告 

次年度の方針として 

資料２ 別添 



資料２ 豊田市地域自立支援協議会 体制（ブロック割）

中部ブロック 南部ブロック

北部ブロック 中山間ブロック

令和５年度まで

①

②

③

④

③

②

①

①

②

④

④

⑤

⑤

令和６年度まで

資料２ー２

４ブロック
全市地区関係なく対応

①

③

② ④

５ブロック
中学校区ごとに担当を設定

③



・学識経験者 ・当事者団体 ・就労支援機関
・相談支援事業者 ・雇用関係機関 ・障がい者支援施設
・教育関係機関 ・保健、医療機関 ・障がい者相談員
・行政機関 ・地域支援者

（担当者議長 専門部会 部会長）
運営委員（合計22名）

全体会（年２回）

担当者会議
（月1回）

事務局会議
（月１回）

・議長【国松】
・地域アドバイザー
・行政ほか

課題・研修
整理部会

・部会長 副部会長 議長

・各部会長
ﾅｶﾎﾟﾂ 発達C

・各ブロックリーダー

自立支援協議会として出席する関係機関会議

北部 中部南部 中山間

医療的ケア児
者等支援部会

防災啓発WG
（有期限）

ブロック・部会等の全構成員
・議長
・地域アドバイザー

課題提出・研修報告

課題研修報告・協議 新たな課題

課題研修報告・協議

連絡

ブロック会議
部会・WG

情報
共有

課題の整理
・研修連絡

課題・研修
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

運営方針等
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

主催：保健支援課（※阪田 各会議に参加）

・精神障がい者地域支援協議会（年①）【１名】

・精神障がい者地域支援部会（月①）【４名】

🈟４病院との連携ケース検討 【臨時】

主催：地域包括ケア企画課

・豊田市在宅医療福祉連携推進会議（年③）【１名】

・豊田加茂ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ（年③）【３名】医師会

・豊田市再犯防止推進委員会（年②）【１名】

・豊田市みよし市在宅医療･介護･福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会（書面）【１名】

主催：福祉総合相談課・社会福祉協議会

・豊田市成年後見・法福連携推進協議会（年③）【１名】（福相）

・地域共生社会推進全国サミットinとよた（臨時）【１名】

🈟多機関連携の取り組み会議（年⑳）中部、南部、北部（社協）

その他会議

・豊田市特別支援教育連携協議会（年③）【１名】（ﾊﾟﾙｸとよた）

・西三河北部就業・生活支援センター連絡会議（年①）【１名】

・豊田市心身障がい児早期療育推進委員会（年③）【１名】発達C

・消防と福祉と医療の連携会議【１名】

令和５年度までの地域自立支援協議会 体系図



地域自立支援協議会の運営の概要

（１）会議の運営・参加 ※以下、表４及び５は必要に応じ参加者を選抜

会議名 対象者 開催頻度 備考

1 ブロック会議（各ブロックごと） 委託相談員（全員） 月１回程度 運営は主任

2 基幹会議 基幹的リーダー 月１回程度

3 全体会 基幹的リーダー 年２回程度

4 ※部会 基幹的リーダー及びブロック主任 月１回程度 必要に応じ開催

5 ※関係機関が主催する会議等 基幹的リーダー及びブロック主任 年３回程度

（２）研修等の企画、運営等

相談支援等に従事する相談員の質の向上に資する研修の企画、運営、協力

（役職に応じた業務負担及び年２回以上の企画、運営、協力を想定）

＜概略図＞

基幹会議 全体会ブロック会議

関係会議
WG,PT,
部会

※報告※専門的課題付託

委託相談員

①個別ケースで

の課題の提出等

・地域課題の検討

・基幹会議の連絡・共有

・研修企画運営協力

②報告

・地域課題の設定、解決策の検討

・基幹相互の連絡・共有

・研修企画運営協力

・地域課題の報告

・実績報告

・運営計画の報告評価

⑤報告

③フィードバック ⑥フィード

バック

④連絡共有

※必要に応じて実施



障がい者相談支援事業（委託相談）の概要

計画相談支援

障がい者からの
一般相談等

基幹的リーダー

ブロック主任・構成員

関係機関

委託対象外

時 間：原則、平日午前８時３０分から午後５時１５分

対応業務：一般相談業務（訪問、来所相談、同行、電話相談、電子メール、

個別支援会議、関係機関、その他）ただし、報酬請求分は対象外。

支援内容：福祉サービスの利用に関する支援、障がいや病状の理解に関する支援、

健康・医療に関する支援、不安の解消・情緒安定に関する支援、

保育・教育に関する支援、家族関係・人間関係に関する支援、

家計・経済に関する支援、生活技術に関する支援、就労に関する支援、

社会参加・余暇活動に関する支援、権利擁護に関する支援、その他

※毎月の市への対応件数の報告は、基幹的リーダーがとりまとめ期日までに実施

一般相談支援
委託対象
※ただし、報酬
請求分は対象外

＜相談の流れ（基本）＞

＜委託対象＞

①基本情報（氏名、年齢、住

所等）及び主訴等の聞き取り

②担当中学校区の担当者へ連絡

③相談対応

④報告

※状況に応じ連絡

※状況に応じ連絡



地域生活支援拠点等に関する支援の概要

（１）地域生活支援拠点等とは （参照：愛知県 地域生活支援拠点等運用状況の検証・検討のための手引き）

障がいのある方が地域で安心して暮らし続けられるよう、ご本人・ご家族の高齢化や災害等

の不測の事態に備えるとともに、入所施設や医療機関から地域での暮らしへの移行を進めるた

め、市において整備が進められているもので、次の５つの居住支援の機能をいう。

＜概略図＞

入所施設
医療機関

ブロック会議等

委託相談員

①相談

・緊急時を想定した

普段からの相談等

②聞き取り、支援

※必要に応じて実施

１、相談 本市は、「面的整備型」
２、緊急時の受け入れ・対応 本市の緊急時受入実績は、令和４年の１件のみ
３、体験の機会・場
４、専門的人材の確保・養成 評価…年１回以上、地域生活拠点等の整備、運営
５、地域の体制づくり 状況等を自立支援協議会を通じて実施する。

相談者

③緊急時受入

コーディネート※

④緊急時受入後の対応※

※拠点に関する

課題報告

・専門的人材の確保・養成

・地域の体制づくり

関係事業所等

⑤体験の機会・場のコーディネート※

⑥体験の機会・場実施後の対応※



参考 中学校区ごとの手帳所持者数 令和５年４月１日時点

番号 ﾌﾞﾛｯｸ 委託役職 担当地区（中学校区） 手帳所持者数

１ 北部 基幹的リーダー 北部ブロック全域 4,017人

２ 北部 ブロック主任 井郷、猿投台（青木小学校区） 1,395人

３ 北部 構成員 保見、猿投 1,111人

４ 北部 構成員 藤岡南、猿投台（西広瀬小学校区）、

石野

793人

５ 北部 構成員 藤岡、小原 718人

６ 西部 基幹的リーダー 西部ブロック全域 5,129人

７ 西部 ブロック主任 崇化館 1,295人

８ 西部 構成員 梅坪台、浄水 1,190人

９ 西部 構成員 逢妻 1,490人

１０ 西部 構成員 朝日丘 1,154人

１１ 南部 基幹的リーダー 南部ブロック全域 5,510人

１２ 南部 ブロック主任 上郷、高岡 1,580人

１３ 南部 構成員 若園、前林 1,581人

１４ 南部 構成員 末野原 1,237人

１５ 南部 構成員 竜神 1,112人

１６ 中部 基幹的リーダー 中部ブロック全域 4,731人

１７ 中部 ブロック主任 高橋 1,155人

１８ 中部 構成員 美里 1,167人

１９ 中部 構成員 豊南 1,262人

２０ 中部 構成員 益富、松平 1,147人

２１ 東部 基幹的リーダー 東部ブロック全域 1,064人

２２ 東部 ブロック主任 足助 487人

２３ 東部 構成員 旭、稲武 345人

２４ 東部 構成員 下山 232人



豊田市地域自立支援協議会設置運営要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第８９条の３第１項の規定に基づき、豊田市地域自立支援協

議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 障がい者が地域で自立した生活を営むことができるよう、相談支援事業の適正な

実施と障がい福祉サービスの円滑な利用を図るため、地域の関係者によるネットワーク

を構築し、協議する機関として、豊田市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

 （組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる機関で組織する。 

（１）全体会 

（２）担当者会議 

（３）専門部会 

２ 協議会の委員は２５名以内、前項第２号の担当者会議のメンバーは２０名以内で構成

する。 

 （所掌事項） 

第４条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）相談支援事業の運営及び評価に関すること。 

（２）地域の関係機関相互の連携に関すること。 

（３）地域課題への対応に関すること。 

（４）障がい福祉サービスの支給に関すること。 

（５）困難事例の対応に関すること。 

（６）障がい者差別の解消に関すること。 

（７）その他障がい者福祉の増進に関すること。 

 （委員等） 

第５条 協議会の委員は、別表第１に定める区分のうちから市長が決定する。 

２ 担当者会議のメンバーは、別表第２に定める区分の実務担当者のうちから市長が決定

する。 

 （会長、副会長等） 

第６条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理するほか、全体会の議長を兼ねる。 

４ 副会長は、会長が指名し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

５ 担当者会議の議長は、メンバーの互選により定める。 

 （任期） 

資料２―３ 



第７条 委員及びメンバーの任期は３年とする。ただし、委員及びメンバーが欠けた場合

の補欠委員及び補欠メンバーの任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員及びメンバーは、再任されることができる。 

 （会議） 

第８条 全体会の会議及び担当者会議は必要に応じて会長が招集し、開催する。 

２ 会議は、委員又はメンバーの過半数の出席がなければ開催することができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員又はメンバーの過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 会長が必要と認めるときは、会議に委員又はメンバー以外の者を出席させることがで

きる。 

 （担当者会議） 

第９条 第３条第１項第２号の担当者会議は、協議会全体の進行管理及び各部会の連絡調

整を所掌する。 

 （専門部会） 

第１０条 第３条第１項第３号の専門部会は、協議会の所掌事務のうち、特定の事務又は

専門的な事項を所掌する。 

２ 専門部会に部会長を置く。 

３ 前項に定めるもののほか、専門部会のメンバー及び運営に関する事項は、別に定める

ものとする。 

 （守秘義務） 

第１１条 委員及びメンバーは、協議会の活動を通じて知り得た秘密について、他に漏ら

してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第１２条 協議会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

 

    附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 



別表第１（第５条関係） 

 委員の区分 

１ 学識経験者 

２ 就労支援機関 

３ 雇用関係機関 

４ 教育関係機関 

５ 障がい者相談員 

６ 地域支援者 

７ 当事者団体 

８ 相談支援事業者 

９ 障がい支援施設 

１０ 保健、医療機関 

１１ 担当者会議の議長 

１２ 専門部会の部会長 

１３ 行政機関 

 

別表第２（第５条関係） 

 メンバーの区分 

１ 就労支援機関 

２ 相談支援事業者 

３ 行政機関 

 



１ 地域生活支援拠点等とは                               
 

 

 

 

 

 

⇒国の指針では、令和２年度末までに各市町村又は各圏域に 1 つ以上の地域生活支援拠点

等を確保することが基本とされ、上記①～⑤の機能を１つの施設に集約した「多機能拠点整備

型」、複数の機関や施設が分担して機能を担う「面的整備型」又はこの２つを組合せた手法で

整備することが示された。 

 

２ 地域生活支援拠点等の目的                               
 

地域生活支援拠点等は、障がい児者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地

域移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、地域生活において、障がい児

者やその家族の緊急事態に対応を図るもの 

● 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用 

● 体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の 

場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備 

⇒福祉サービス事業所、行政、関係機関（医療・教育・就労など）、地域等が広く連携を図る

ことで上記の２点を実施し、障がい児者が地域で安心して暮らし続けられる環境を整える。 

 

３ 豊田市の現状                                        
 

≪豊田市における地域生活支援拠点等≫ 

・国の示す５つの機能を軸に、豊田市における地域生活支援拠点等を令和２年度に整備 

・豊田市では「面的整備型」を採用し、既存の委託相談（８法人１０事業所）の仕組みをベ 

ースとして５つの機能を実施していくという整理でスタート 

 

（１）現在までの主な取組 

 

 

 

 

（２）対応実績 

 令和４年１１月に拠点整備後初めての緊急時対応を実施 

 【内容】拠点登録者の介護者が、家族の緊急入院の付き添いで夜間不在となるため 

 【対応】緊急時受入れ機関で夜間の受入れを行い、一晩過ごす 

 ⇒受入れ機関としては、事前の体験利用の重要性を再認識（利用側、受入れ側双方の安心感） 

（３）今後の展開について 

・各機能に関する現在の取組について、地域自立支援協議会で検討・検証を行う 

・当事者のニーズや社会状況に即した地域生活支援拠点等としての取組の方向性を整理 

・関係機関、地域、市民に対して、地域生活支援拠点等について広く周知を図る 

 

４ 取組の評価について                                     
 

★豊田市地域生活支援拠点等の評価体制 （二段階評価） 

毎年度、地域自立支援協議会で５つの機能における各種取組の実施状況を自己評価し、その

結果を全体会に報告。 

① 評価方法 

専用の評価シートを用いて各機能に関する取組を評価 

② 評価の流れ・評価スケジュール 

令和６年度以降（令和５年度の評価） 

  ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

ブロッ

ク会議 

             

基幹 

会議 

             

全体会 
    評価

報告 

       改善

報告 

 

①相談 

・個別ケースから地域自立支援協議会を通じて、緊急時対応が必要な人を事前に把握・登録 

・平日の日中時間帯は委託相談支援事業で相談支援を実施 

・障がい者支援施設と連携し、夜間・休日における緊急時の連絡体制を確保 

②緊急時の受入れ・対応 

・①相談機能で登録した対象者について、緊急時の短期入所の利用を調整 

・夜間・終日において、急を要する場合は障がい者支援施設で一時受入れの体制を確保 

③体験の機会・場 

・グループホームの体験利用やグループホーム併設型短期入所等において、地域生活の体

験の機会を調整 

④専門的人材の確保・養成 

・地域自立支援協議会や豊田市福祉事業団等と連携し、ニーズに応じた人材育成策を実施 

⑤地域の体制づくり 

・地域自立支援協議会において地域課題を把握・整理 

・関係機関や地域関係者との連携による支援体制の充実 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（①相談、

②緊急時の受入れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体

制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体

で支えるサービス提供体制を構築するもの。  

出典：厚生労働省「地域生活支援拠点等について」（H30.３） 

豊田市地域生活支援拠点等の評価について 

資料３ 

実績整理 

集約・評価 

ﾌｨｰﾄﾞ

ﾊﾞｯｸ 

改善まとめ 

改善まとめ 



豊田市地域生活支援拠点等  評価シート

大項目機能 優先順位 評価項目 進捗評価 定量的な視点 取組実績など（定性的な視点） 課題と今後の方針など

1
緊急時に支援が見込めない障

がい者等の登録・名簿管理が

できている

実施でき

ている

①令和４年度登録者

１人

②全登録者

１５人

※北8、中5、南2、山0

【豊田みよしケアネット※にて必要情報を登録し、適切な名簿管理ができている】

※強固なセキュリティー環境下で、医療・介護・福祉従事者が利用者の情報を共有できるネットワーク

【課題】

・現在の登録基準の妥当性について設定当初以来、議論ができていない

・全関係者が新規登録の手順について把握できていない可能性がある

【今後の方針など】

・２で把握しした潜在的な要支援者の情報を踏まえ、拠点の登録基準の変更等の必要性について検討を

行う

・新規登録者が発生した場合の登録手順を共有

2

各相談支援専門員が日頃から

緊急時の支援を見越した相談

支援を実施することで、登録

には至らない潜在的な要支援

者を把握できている

一定程度

できてい

る

①令和４年度把握者

３３人

※北5、中23、南5、山0

②全把握者

５５人

※北21、中26、南8、山0

・一般相談や関係機関との連携により、要支援者を把握・共有【北】

・訪問看護からの連絡により、要支援者を把握し、民生委員や近隣住民に見守りを依頼【中】

・緊急時のリスクが高い人について、本人・家族の状況に合わせ、関係機関と連携の上継続実施【中】

・8050問題の家族、独居、強度行動障がい、医ケア、暴力行為等のケースを相談支援の中で把握【中】

・サービス利用希望を確認するアセスメントの中で、潜在的なニーズを引き出し、現状把握、適切なサービス支給

決定につなげている【中】

・主介護者が入院した対象者の生活場所確保のため、短期入所先の調整と関係機関(市、学校関係)への連絡を実施

し、内服薬処方のためのぞみ診療所の代理受診も実施【南】

・高齢母親担当の包括支援センター、地域の民生委員との情報共有を定期的に実施【南】

・ブロックのサポート連絡会にて相談事業者・サービス提供事業所等に拠点の説明を実施【南・山】

【課題】

・個々が把握している潜在的な要支援者について、自立支援協議会の中でどのように共有するか等が不

明瞭

【今後の方針など】

・それぞれの相談支援員が把握している潜在的な要支援者について、チャート等を活用することで障が

い特性や生活状況等で分類し、整理する。また、その整理を踏まえ、拠点の登録基準の変更等の必要性

について検討を行う

3

各相談支援専門員が相談内容

を振り返り、必要に応じて拠

点関係者（豊田市地域自立支

援協議会構成者）と共有・相

談・検討ができている

一定程度

できてい

る

・ブロック会議で好事例を共有【全】

・個別支援会議を開催し、主に委託の相談支援専門員間で支援に関する共有・相談・検討を実施【全】

・事例検討会などを通じて、各相談支援専門員と拠点関係者が顔が見える関係が構築されており、必要に

応じて情報の共有・相談等を実施【全】

・ブロックやWGの一覧表を作成した【全)

【課題】

・委託相談支援事業所以外のサービス事業所（主に指定特定相談支援事業所）の参加が少ないため、ど

う巻き込んでいけるか検討する必要あり

・検討等をした内容について、支援の現場へフィードバックできているかが不明瞭

【今後の方針など】

・自立支援協議会での取組（ブロック会議で実施する検討会等）へサービス事業所（主に指定特定相談

支援事業所）が参加しやすくなるような仕組づくりを実施していく

4
事前に把握・登録した対象者

について、夜間・休日も必要

時に訪問・連絡調整できる体

制が整っている

一定程度

できてい

る

体制が整っている対象者

１５人

※必要な対象者１５人

・一部は訪問看護を利用しているため、訪問看護の事業所では夜間・休日の対応可能【中】

・光の家は3交代勤務で24時間365日、連絡を受けられる体制が整っている【北】

【課題】

・登録者の訪問・連絡調整に関する情報が共有されていない

【今後の方針など】

・情報を確認し、対応事業所及び自立支援協議会内で共有を図る

5

事前に把握・登録した対象者

やその家族から情報収集する

べき内容、確認事項が決まっ

ており、随時それらを最新情

報に更新している

実施でき

ている
【対象者から情報収集する内容をが決まっており、適切に情報を更新している】

【課題】

・すでに登録されている情報の更新、修正の実施が適切に実施できているか曖昧

・一度登録した対象者についても、登録し続ける必要があるかなどを定期的に整理できていない

【今後の方針など】

・登録情報の更新時期を定め、定期的に更新・共有していく（毎年度４月に更新など）

総

括

①

相

談

・「①相談」機能としては、自立支援協議会の活動を中心に一定の取組を実施できている

・現在の拠点登録基準には該当しないが、障がい特性や生活状況から注視していく必要がある潜在的な要支援者について、把握・共有し、それらを踏まえ、拠点登録基準について現状のニーズ等と照らし合わせて変更等について協議することが必要

資料3
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1
緊急時における緊急連絡

網、対応マニュアル、フ

ローチャートが整備されて

いる

実施でき

ている
【対応マニュアル、フローチャートについて整備できている】

【課題】

・マニュアルやフローチャートが共有できていない

・必要に応じた見直し等について検討できていない

【今後の方針など】

・実施当初作成したフロー等について共有状況を確認し、豊田みよしケアネット等を活用して常時共有

する

・自立支援協議会の中で見直しの必要性につい検討し、必要に応じた修正等を行う

2

「緊急時」の定義がされて

おり、それらが拠点関係者

（豊田市地域自立支援協議

会構成者）の間で共有でき

ている

実施でき

ている

【「緊急時」の定義がされ、拠点関係者間で共有できている】

※拠点における「緊急時」の定義

①介護者と当事者の２人暮らし（その他の同居親族が小学生以下、寝たきりの方の場合も含む）

②夜間に介護者が急に不在になる緊急時が生じた場合に、直ちに連絡を取り外部の支援が必要

（翌日以降の連絡で問題ない方及び親族・友人・地域住民等からの支援が見込まれる家庭は除く）

【課題】

・「緊急時」の定義について、変更の必要があるかなどの議論ができていない

・指定特定相談支援事業所への共有ができていない

【今後の方針など】

・「緊急時」の定義について、拠点登録基準と合わせて変更等の必要性について検討を行う

・ブロック会議等を通じて指定特定相談支援事業所へ周知を図る

3
拠点として必要な緊急時の

受入れ先を把握し、それら

の確保に向けた取組を実施

できている

一定程度

できてい

る

受入れ先　10か所

・受入れ先：10か所

≪拠　　点≫むもん（知的、精神）、光の家（身体）

≪拠点以外≫8か所（短期入所事業所等）

・過去に緊急対応してもらった短期入所事業所との関りを維持するため、家族が自発的に利用している事

例あり

【課題】

・受入れ先ごとの受入れ可能体制について拠点関係者で情報共有ができていない

・実績がほとんどないことから、空床確保が難しい可能性がある

【今後の方針など】

・事業所へのヒアリング等を行い、実際に受入れが必要となった際の対応可否や想定される問題などの

実態を把握し、自立支援協議会としてできる取組等を検討していく

4

登録者について、個別で緊

急時支援計画（利用する福

祉サービス、一時保護先、

医療機関、第2・第3候補含

む）を作成し、それらの関

係者間で共有ができている

全くでき

ていない

作成済み登録者　０人

※拠点登録者１５人

・サービス等利用計画に記載されている情報に留まる

・ケアネットで正規職員は見ることができるようにしてある

【課題】

・サービス等利用計画に記載されている情報に留まるため、第2、3候補など細かく情報を整理できて

いない登録者もいる

・関係者間で的確に共有できているか確認を行えていない

【今後の方針など】

・全登録者について、必要に応じてサービス等利用計画に追記を行うなど、緊急時の支援に間する必要

な情報が整理され、関係者間で共有できている状態にする

総

括

②

緊

急

時

対

応

・拠点機能を整えた令和２年度末に「緊急時」の定義をして以来、定義の見直しに関する議論を行えていないため、現状のニーズ等を踏まえて見直しの要否も含めた検討が必要

・緊急の受入れ先として想定される機関の対応可否や受入れに関する課題等について把握し、それらを踏まえた確実な確保に向けた取組を実施していくことが必要
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1

ＧＨ等における体験の場が

確保できている

※サービスとしての利用は

問わない、GH以外での宿

泊体験も含む

一定程度

できてい

る

実施機関　１２か所

体験者延べ人数　２２8人

※北35、中24、南163、山1

（実人数　60人）

※北17、中2４、南19、山0

・実施機関：11か所（GHなど）

・入居目的で短期入所利用を定期的に利用している事例あり

・入所施設で今後入居を目的として、宿泊体験を繰り返し利用している方1名が月10回程度利用を毎月実

施。

・本入所に向けて事前に入居を体験した事例あり

【課題】

・利用実態及び利用における課題の整理ができていない

【今後の方針など】

・事業所へのヒアリング等を行い、利用時における課題、体験の受入れ体制に関する課題等を集約し、

それらへの対応について検討を行う

2

買い物、調理、洗濯など日

常生活の自立体験（自宅で

の一人暮らし支援、自宅以

外で一人暮らし体験）がで

きる環境を確保できている

※宿泊を伴わず、自立を目

的に行ったもの

一定程度

できてい

る

実施機関　３か所

体験者延べ人数　５人

※北0、中17、南5、山0

（実人数　１人）

※北0、中17、南1、山0

・実施機関：３か所（自立訓練事業所など）

・利用者自身で必要なヘルパー支援計画書を作成し、計画に基づいて事業所の担当者がヘルパーとして支

援を実施（１泊1,000円、ヘルパー支援が必要な場合は30分単位で実費）【南】

・一人暮らしの方で一人で家事ができるようになる目的で居宅介護の家事支援を利用した事例あり【南】

【課題】

・利用実態及び利用における課題の整理ができていない

・この項目の明確な基準の検討を行う

【今後の方針など】

・事業所へのヒアリング等を行い、利用時における課題、体験の受入れ体制に関する課題等を集約し、

それらへの対応について検討を行う

3

１，２は様々な障がい種別

等に対応した体験の場と

なっている（強度行動障が

い児者、医療的ケア児者、

非サービス利用者）

一定程度

できてい

る

①強度行動障がい

0か所、延べ0人（実人数0人）

②医療的ケア

2か所、延べ2人（実人数2人）

③非サービス利用者

１か所、延べ１人（実人数１人）

①実施機関無し

②実施機関２か所

③実施機関１か所

【課題】

・利用実態及び利用における課題の整理ができていない

【今後の方針など】

・事業所へのヒアリング等を行い、利用時における課題、体験の受入れ体制に関する課題等を集約し、

それらへの対応について検討を行う

4
１，２における体験後の評

価を評価シートを用いて実

施し、その後の支援体制が

整っている

全くでき

ていない
評価の実施　0回 未実施

【課題】

・評価シートが定まっていない

【今後の方針など】

・体験者及び受入れ事業所がそれぞれ実施内容の評価ができるような評価シートを作成し、評価を依頼

する

・評価内容を踏まえ、今後の実施に向けた課題等ついて対応策等を自立支援協議会の中で検討する

総

括

③

体

験

の

場

・体験の場を提供している機関にヒアリング等を実施することで、利用時における課題や受入れ体制確保に向けた課題等を集約し、対応策の検討が必要

・体験の評価体制を整え、体験者及び受入れ先に体験後の評価を実施してもらうことで更なる確保に向けた検証等を行うことが必要
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1

相談支援員専門員（その他

相談支援従事者含む）の全

市的な支援力向上に向けた

協議を行い、必要に応じた

研修等の実施ができている

一定程度

できてい

る

研修の実施　１３回

※北2、中1、南2、山0、他11

・当事者、家族とのアプローチ方法を学ぶため『ひきこもり支援機関との情報交換会』を実施【南】

・障がい相談と地域包括それぞれの立場から『福祉サービスから介護保険へ移行する方への支援』の意見

交換会を実施【南】

・当事者主体の支援を行うための、ワールドカフェとマンダラチャートを用いた研修を実施【北】

・インシデントプロセス研修を実施【全】

・スキルアップ研修を実施【全】

・相談支援員の目指すべき姿の共有のため、全ブロックオリエンテーションを実施【全】　など

【課題】

・教育・医療・高齢者福祉・就労支援機関などの関係機関と連携した研修が少ない

・研修の内容等について市内のサービス事業所に対して広く周知できていない

・自立支援協議会における研修の全容についてうまく周知できていない

【今後の方針など】

・課題整理部会の体制を見直し、自立支援協議会で実施する研修を一体的に捉えられるように工夫する

・関係機関と連携した研修の開催に向け、自立支援協議会が所属する関係機関会議を活用し、研修等の

開催を調整していく

2
困難事例を用いた事例検討

を行い、その後のフォロー

体制が十分に取れている

一定程度

できてい

る

事例検討の実施　１５回

※北12、中2、南2、山2

・ブロックで事例検討をし、検討を踏まえて事業所と連携して支援を実施【中】

・サービス事業所より検討用事例の提供を受けている【北】

・事例検討会後、一定期間が過ぎた段階で振り返りも実施【北】

・サービス事業所に赴いて事例検討を実施【北】

・引きこもりの事例、就労の事例を実施しその後の経過も報告【山】

【課題】

・事例検討を行う環境について見直しが必要（サポート連絡会は人が多くうまく相談できない　など）

・その後のフォロー体制について実施できていない

【今後の方針など】

・訪問型で実施するなど、様々な事業所が参加しやすい方法での実施を検討する

・事例検討実施後、どのように支援が行われたか、またその結果などその後のモニタリングなどのフォ

ロー体制の仕組みについて検討する

3
必要な人材確保に向けた中

長期的な計画を立て、また

それらについて協議するこ

とができている

全くでき

ていない

・人材確保に向けた中長期的な見通しは立てられていない 【課題】

・中長期的な見通しが立てられていない

【今後の方針など】

・現在の人材数や、事業所における必要性を整理し、将来的な人材確保に向けた見通しについて整理す

る

4
専門性の高い人材（強度行

動障がい児者、医療的ケア

児者）について必要数を把

握している

全くでき

ていない

想定必要数　● 人

（強度行動障がい●人、医療的ケア●

人）

・把握できていない 【課題】

・必要想定数について把握できていない

【今後の方針など】

・現在の需要などから必要想定数を整理する

・必要想定数について自立支援協議会の中で共有を図る

5
必要な人材確保のために、

専門別の研修等を実施（外

部研修の活用含む）できて

いる

一定程度

できてい

る

研修の実施　１１回

（強度行動障がい9回、医療的ケア2

回）

≪強度行動≫

・支援者養成研修　7/28.29基礎研修、12/8.9実践研修

・訪問型研修　全体研修4回、個別支援3回

≪医ケア≫

・12/8「皮膚トラブル　～在宅における対応と処置～」

・1/20「重症心身障がいのある方への生活支援　～福祉施設に勤務する医療職の立場から～」

【課題】

・専門的な知識等を学ぶ場合、一方的な講義形式になりがち

・支援に関する研修だけでなく、受入れ体制確保に向けた研修も必要

【今後の方針など】

・受入れ体制確保に関する研修の開催や、参加者同士が支援者のネットワークを構築できるような形式

での開催など、より効果的な研修となるように実施方法の充実を図る

総

括

④

専

門

的

支

援

・専門性の高い（強度行動障がい児者、医療的ケア児者）支援者の人材確保について、研修を引き続き実施するとともに、市内のニーズ等から必要数を把握し、中長期的な見通しを立てることが必要

・自立支援協議会を中心に実施している事例検討や研修を継続実施し、市内の相談に従事する者の支援力をさらに高めていくことが必要

・市内の相談支援に従事する者が広く参加できるような仕組みづくりが必要



豊田市地域生活支援拠点等  評価シート

大項目機能 優先順位 評価項目 進捗評価 定量的な視点 取組実績など（定性的な視点） 課題と今後の方針など

資料3

1

拠点関係者（豊田市地域自

立支援協議会構成者）が、

拠点の機能や実施場所など

について理解し、市民等に

対して拠点に関する周知活

動が行えている

全くでき

ていない

周知活動の実施　０回

※北0、中0、南0、山0

・市民等への周知活動は実施できていない 【課題】

・市民等への周知活動は実施できていない

【今後の方針など】

・全体会の協議内容として評価状況を市HPへ公開するとともに、市民や事業所への周知方法を検討・

実施していく

2

豊田市地域自立支援協議会

において、定期的に拠点の

運営や必要な機能等の実施

状況の評価、課題の共有、

見直しをできている

一定程度

できてい

る

自立支援協議会での協議　21回

※北9、中2、南2、山2、担7

・ブロック会議、担当者会議にて拠点評価を実施し、現状の課題を共有。課題への対応に向け協議を行

い、今後の事業の方向性等を検討【全】

・拠点登録者の緊急対応事例を報告し、課題(空床が確保されていない点、登録のみで体験利用に至って

いないケースの存在、豊田みよしケアネットの運用)を共有【南】

【課題】

・拠点を整備して以降、実施内容に関する協議等があまり実施できていなかった

【今後の方針など】

・本評価シートを用いて毎年度定期的に評価を実施することで、拠点機能に関する取組の確認と課題等

への対応について協議を実施する

3

教育・医療・高齢者福祉・

就労支援機関などの拠点に

おける支援を実施する上で

必要な関係機関との連携等

に関する検討・協議ができ

ている

※協議会として参加または

参加後協議会へ共有、周知

した実績に限る

一定程度

できてい

る

関係機関との連携　20回

※北15、中4、南0、山1

・ブロック内の小学校・中学校にブロック内のサービス事業所の紹介動画（ブロックで作成）したものを

配布し、アンケートを実施【山】

・いじめがあり学校へ行きづらいなどの相談をその都度関係機関と協議【中】

・虐待案件等の対応について、児童相談所、精神科病院、子ども家庭課、福祉総合相談課等と個別支援会

議を実施し、保護後又は退院後の帰住先（住まいの場）確保のための検討・協議を実施【北】

【課題】

・連携の実績が少ない（把握できていない）

・連携の具体的なイメージが共有できていない

【今後の方針など】

・自立支援協議会としてすでに連携している関係機関会議をとおして他分野との連携方法を探る

・ブロック会議等をとおして、現場の困りごとや地域課題から、必要とする知識、技術等の獲得に向け

た研修等の検討を行う

4

地域での見守りに向けた、

地域連携のための取組が実

施できている

※協議会として参加または

参加後協議会へ共有、周知

した実績に限る

一定程度

できてい

る

地域連携のため取組　３４回

※北6、中0、南28、山0

・地域の防災訓練等に協議会として参加し、地域で暮らす要援護者の避難行動や障がい理解等について啓

発を実施(若林自治区、前林中学校区、大島自治区、土橋自治区)【南】

・民生委員児童委員地区協議会（若園・若林・前林）に参加し、見守りの必要な障がい者やその家族の情

報共有を実施【南】

・事業所の存在を地域の人に知ってもらうため、毎日地域のゴミ拾いを実施【南】

・地域の回覧板に事業所の会報を定期的に入れさせてもらい、周知を実施【南】

・地域行事ついて、地域包括支援センターやCSWと協働して参加【北】

【課題】

・連携の実績が少ない

・実施状況に地域差がある

【今後の方針など】

・自立支援協議会として地域行事へ参加する、または自立支援協議会の研修を地域に周知するなど地域

との関係づくりを積極的に実施する

・各ブロックによる好事例について共有を行い、全ブロックの自治区での実施に向けた地域関係者への

声かけ等を実施する

総

括

⑤

体

制

作

り

・拠点の機能等について定期的に評価・協議を行い、市民や市内サービス事業所に対して実施状況を広く周知してくことが必要

・関係機関会議を活用し、教育、医療、高齢者福祉、就労支援機関など他分野との連携を図り、支援者の知識・技術等の獲得による支援体制の充実を目指すことが必要

・地域での取組への参加や地域との情報交換の場を設けることで、障がい者が地域で安心して暮らせる環境を整備していくことが必要


